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【十条駅周辺東地区・用途地域等（現行）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【十条駅周辺東地区・用途地域等（変更案）】 

 
 

（参考資料）用途地域及び容積率、高度地区、日影規制の変更【十条駅周辺東地区地区計画関連】 
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Ｃ 
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Ｄ-3 

Ｄ-２ 

Ｄ-１ 

従  前    従  後 
 

用途地域:第一種住居 
建ペイ率:６０％ 
容積率 :２００％   →３００％ 
高度地区:第２種高度  →第３種高度 
日影規制:４ｈ－２．５ｈ→５ｈ－３ｈ 

従  前    従  後 
 

用途地域:第一種住居 
建ペイ率:６０％ 
容積率 :２００％   →３００％ 
高度地区:第２種高度  →第３種高度 
日影規制:４ｈ－２．５ｈ→５ｈ－３ｈ 

従  前    従  後 
 

用途地域:第一種中高層 →第一種住居 
建ペイ率:６０％ 
容積率 :１５０％   →３００％ 
高度地区:第２種高度  →第３種高度 
日影規制:３ｈ－２ｈ  →５ｈ－３ｈ 

従  前    従  後 
 

用途地域:第一種住居  →近隣商業 
建ペイ率:６０％        →８０％ 
容積率 :２００％   →３００％ 
高度地区:第２種高度  →第３種高度 
日影規制:４ｈ－２．５ｈ→５ｈ－３ｈ 

従  前    従  後 
用途地域:近隣商業 
建ペイ率:８０％ 
容積率 :３００％    
高度地区:第３種高度   
日影規制:４ｈ－２．５ｈ→５ｈ－３ｈ 
※東京都日影条例で、「４条図書」の変更 

従  前    従  後 
 

用途地域:第一種住居 
建ペイ率:６０％ 
容積率 :２００％   →３００％ 
高度地区:第２種高度  →第３種高度 
日影規制:４ｈ－２．５ｈ→５ｈ－３ｈ 

従  前    従  後 
用途地域:近隣商業 
建ペイ率:８０％ 
容積率 :３００％    
高度地区:第３種高度   
日影規制:４ｈ－２．５ｈ→５ｈ－３ｈ 
※東京都日影条例で、「４条図書」の変更 
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都市計画の案に対する意見書の要旨と見解 

 

下記に係る都市計画の案を、都市計画法（以下「法」という。）第１７条第１項の規定に基づき、令和２年１２月２日から１２月１６日までの２

週間公衆の縦覧に供したところ、法第１７条第２項の規定により、同期間中に１通（２名）の意見書の提出があった。その意見書の要旨及び北区の

見解は次のとおりである。 

 

都市計画の種類及び名称 

東京都市計画地区計画 岸町二丁目地区地区計画 

意 見 書 の 要 旨 北 区 の 見 解 

Ⅰ 賛成意見に関するもの  （なし）  

 

 

 

Ⅱ 反対意見に関するもの  （なし）  

 

 

 

Ⅲ その他の意見    １通（２名）  

１（道路拡幅） 

岸町二丁目のちんちん山から井頭踏切までの道路拡幅に反対。土地を

売るつもりはない。 

 

 

 

 

 

本地区では木造住宅密集地域の改善を図るため住宅市街地総合整備

事業（密集型）を導入し、災害時の避難路として、主要生活道路を整備

していきたいと考えております。 

地域の防災性向上に必要な道路整備について、皆様のご理解ご協力を

いただきながら進めてまいります。 

  



 

第２８０号議案～第２８２号議案（第２８１号議案を除く。） 
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都市計画の案に対する意見書の要旨と見解 

 

下記に係る都市計画の案を、都市計画法（以下「法」という。）第１７条第１項の規定又は法第２１条第２項において準用する法１７条第１項の

規定に基づき、令和２年１２月２日から１２月１６日までの２週間公衆の縦覧に供したところ、法第１７条第２項の規定又は法第２１条第２項に

おいて準用する法１７条第２項の規定により、同期間中に２通（３名）の意見書の提出があった。その意見書の要旨及び北区の見解は次のとおりで

ある。 

 

都市計画の種類及び名称 

①東京都市計画地区計画 十条駅周辺東地区地区計画 

  ②東京都市計画高度地区（十条駅周辺東地区地区計画関連） 

意 見 書 の 要 旨 北 区 の 見 解 

 Ⅰ 賛成意見に関するもの   （なし）  

  

 Ⅱ 反対意見に関するもの ２通（３名）  

１（地区計画の壁面の位置の制限） 

建物メンテナンスの足場スペース確保のため、壁面の位置の制限をす

べての地区で５０ｃｍとするべき。 

  

  本地区計画では、防災性の向上と良好な居住環境の形成のため、現

状の敷地での建替えや隣接する地区の地区計画との整合性を考慮し、

壁面の位置の制限を「0.4ｍ以上」としております。 

２（地区計画の建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限） 

環７沿道地区でも、防災の観点から看板等工作物の規制が必要である。 

 

本地区計画では、地区の良好な街並みの形成を図るため、それぞれの

地区の特性や、や隣接する地区の地区計画との整合性を考慮し、建築物

等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定めております。 

環状七号線は区内を横断する路線となっており、制限事項については

十条地区以外の地域への影響も含め、今後の課題とさせていただきま

す。 
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３（高さ規制） 

（１）絶対高さ制限を導入すべき。 

（２）地盤の振動に対する特性周波数（固有振動数）を調査し、共振の

起きにくい建築物等の高さを示したうえで、地区計画等を定める

べき。 

 

 

本地区における建物高さは、地域の良好な環境の保全や、その地区の

特性を勘案し、北側斜線や道路斜線等により適切な高さへの規制・誘導

を行っており、その基準については、建築基準法等の関連規則で規制さ

れております。本地区計画の決定に併せて行う高度地区の変更は、上位

計画や「用途地域等に関する指定方針及び指定基準（東京都）」等に基

づき、地区の特性に合わせて定めております。 

４（地区計画の建築物等の用途の制限） 

補助８５号線以南で、用途地域を第一種中高層住居専用地域から第一

種住居地域へ変更する区域について、近接する中学校の生徒に悪影響と

なる用途の建物が建築できる可能性が危惧されるため、地区計画の建築

物等の用途の制限について、住居地区Ａを住居地区Ｂの方針で、安全で

ゆとりある住宅市街地の形成を図るようにしてほしい。 

 

本地区では、良好な居住環境を形成するとともに、地区の防災性の向

上を図るため、本地区計画の決定と併せて、関連都市計画等（用途地域

及び容積率、高度地区、日影規制）の変更が必要と認識しております。 

なお、用途地域による建築の用途制限において、第一種住居地域内で

建築可能な遊戯施設・風俗施設について、生活環境への影響を考慮し、

地区計画にて制限するものです。 

５（地区計画等の合意形成） 

（１）もっと住民による勉強会を重ねてから地区計画を策定するべき。 

（２）地区計画等を定めることでどのようなまちになるのか分かるよう

にするべき。 

（３）建築基準法に関連する基礎的な内容を説明に入れ、権利者等が十

分に理解納得したうえで決めるべき。 

（４）説明文等が多様な解釈ができ、阻誤、錯誤を生むものとなってい

る。明確な表現にする必要がある。 

（５）例外や紛争が生じないように、できる事、できない事をリスト化

するべき。 

（６）地区計画の理解を得るために資料等を本地区周辺の建物全戸に配

布し、意見を聞くべき。 

 

 

区では９月に説明会開催を予定していましたが、新型コロナウイルス

感染症拡大防止の観点から、関係権利者へ説明資料を配布させていただ

く形とし、ご意見やご不明点については、ご意見はがきや電話、窓口な

どで伺い、丁寧に説明させていただきました。 

また、いただいたご意見は、１１月に「意見の要約と北区の考え方」

としてまとめ、都市計画案資料等と併せて配布するとともに、北区ホー

ムページで公開させていただきました。 

本地区計画については、地区内への全戸配布、地区外居住権利者への

郵送、北区ニュース、町会掲示、窓口での周知等により、多くの方々に

ご理解をいただく取り組みを行ったと認識しております。 
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 Ⅲ その他の意見 １通（１名）  

１（飲食店の耐震及び耐火規制） 

地震時の出火数を減らすため、飲食店は耐震及び耐火建築物以外禁止す

べき。 

 

建築物の用途に対する耐震性能及び耐火性能については、建築基準法

等に基づくため、本地区計画では規定する内容ではないと認識しており

ます。 

２（日影規制） 

（１）商業系を含む全ての地域で、日影規制を厳しくし、日照を保証す

べき。 

（２）日影規制の算定方法について明確に定めるべき。 

（３）複数の建物からの複合日影被害が重大な問題であるため、日影規

制を強化するべき。 

 

本地区では、良好な居住環境を形成するとともに、地区の防災性の向

上を図るため、本地区計画の決定と併せて、関連都市計画等（用途地域

及び容積率、高度地区、日影規制）の変更が必要と認識しております。 

３（まちづくり全般） 

（１）現在の住環境を悪化させないまちづくりをするべき。 

（２）感染症に強いまちにするまちづくりに転換すべき。 

（３）コロナでの新しい生活様式を考慮し、ゼロから各計画案を作り直

すべき。 

 

本地区では、良好な居住環境を形成するとともに、地区の防災性の向

上を図るため、本地区計画の決定と併せて、関連都市計画等（用途地域

及び容積率、高度地区、日影規制）の変更を行うものです。 

４（ワンルーム型集合住宅に対する各戸最低面積制限） 

地区計画でワンルーム型集合住宅に対して各戸の最低面積を規定すべ

き。 

 

北区では「東京都北区集合住宅の建築及び管理に関する条例」におい

て、住戸の規模として住戸専用面積を定めており、本地区計画では規定

する内容ではないと認識しております。 

５（騒音規制） 

リモートが必須の生活が進展して来ており、静音環境が求められてい

る。騒音規制を全ての地域で上乗せ強化すべき。 

 

騒音については、騒音規制法等に基づくため、本地区計画では規定す

る内容ではないと認識しております。 

６（ハザードマップに基づく規制） 

隅田川等の内水氾濫に対するハザードマップに基づく規定も定めるべ

き。 

 

ご意見いただきました内容については、本地区計画では規定する内容

ではないと認識しております。 
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７（アンケート調査） 

（１）対象者への配布漏れがあったアンケートの調査結果は、信用でき

ない。それに基づく地区計画等の案も住民の意見を反映したものと

は言えない。 

（２）行政による誘導的選択肢アンケートを用いた一方的な方針変更は

住民合意無視だ。 

 

 

アンケート調査は、地区計画に関する内容と土地利用の方針や建物高

さに関する内容について、今後の防災まちづくりの方向性や傾向を把握

し、検討するために地区内の皆様へポスティング等を行いました。 

本地区計画及び関連都市計画等（用途地域及び容積率、高度地区、日

影規制）は、このアンケート結果だけでなく、地元協議会での意見交換

を参考にするとともに、北区都市計画マスタープラン等の上位計画を踏

まえ、検討作成をしております。 

８（原案及び案の資料配布） 

原案、案の資料も配布されていない対象者が複数いる。 

 

原案及び案の資料については、土地建物所有者へ郵送し、地区内の皆

様へポスティングを行っております。また、区のホームページでも公開

しております。 

９（原案説明資料の表記） 

（１）ブロック部会で広場状空地としていた東口が、原案説明資料では、

駅前広場と変更されている理由について明確に説明すべき。 

（２）広場状空間の機能や大きさの妥当性について住民に説明をすべ

き。 

 

原案説明会資料では、位置を明確に示すため、「駅前広場」と表記しま

したが、これまでの説明同様、鉄道付属街路 3 号線の駅前は広場状の空

間になります。 

また、広場状の空間については、鉄道付属街路の都市計画案説明会等

で説明を行っております。 
      



第２８１号議案 
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都市計画の案に対する意見書の提出状況について【参考】 

 

東京都市計画用途地域の変更に係る都市計画の案を、都市計画法（以下「法」という。）

第２１条第２項において準用する法１７条第１項の規定に基づき、令和２年１２月２日

から２週間公衆の縦覧に供したところ、法第２１条第２項において準用する法１７条第

２項の規定により、同期間中に１通（２名）の意見書の提出があった。 

 

 

都市計画の種類及び名称 

東京都市計画用途地域（十条駅周辺東地区地区計画関連） 
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都市計画の案に対する意見書の要旨と見解 

 

下記に係る都市計画の案を、都市計画法（以下「法」という。）法第２１条第２項において準用する法１７条第１項の規定に基づき、令和２年１

２月２日から１２月１６日までの２週間公衆の縦覧に供したところ、法第２１条第２項において準用する法１７条第２項の規定により、同期間中

に４通（３名及び１団体）の意見書の提出があった。その意見書の要旨及び北区の見解は次のとおりである。 

 

都市計画の種類及び名称 

  東京都市計画高度地区（補助８５号線沿道地区） 

 

意 見 書 の 要 旨 北 区 の 見 解 

Ⅰ 賛成意見に関するもの    （なし）  

  

Ⅱ 反対意見に関するもの  １通（１名）  

１（高度地区） 

 所有する狭小面積の土地で、最低限高度（７ｍ）が制定されると、現行の

建築基準法による「道路斜線制限」等により、建築が可能な建物面積が狭小

となり、土地の価値が下がる懸念があるため、反対である。 

 

最低限度高度地区による制限は、建築物の一定部分について「高さが

７メートル未満の建築物の部分の水平投影面積の合計が建築面積の２分

の１未満かつ 100 平方メートル未満の建築物の当該部分については、こ

の規定は適用しない」などの規定があり、道路斜線制限等への適合によ

り、延面積を大きく制限するものではないと認識しております。  

Ⅲ その他の意見      ３通（２名と１団体）  

１（案の理由書） 

 案の理由書の記載にある「にぎわいや交流が生まれる拠点」と防災の必要

性との関連性を確認したい。 

 

本地区は、地域密着型の商店が集積している一方で木造住宅が密集し

ており、「東京都防災都市づくり推進計画」で掲げた都市計画道路補助第

８５号線の整備、木造住宅の耐震化・不燃化の促進などに取り組むとと

もに、「北区都市計画マスタープラン２０２０」が位置付けるにぎわいや

交流が生まれる拠点としての魅力向上を図ろうとするものです。 

このことにより、居住者、来訪者双方にとって、安全で安心して暮ら

せる利便性の高い地区を目指すものです。  
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２（耐火基準の追加） 

 木造建築が防災上問題ならば、高度地区の変更ではなく、材質（耐火）の

基準を設けるべき。 

 

本地区は、既に防火地域に指定されており、建築物の規模等により、

防災性の高い耐火建築物等を建築する必要がある地区です。 

また、都市計画道路補助第８５号線の整備と併せ、木造住宅の耐震化・

不燃化の促進などにより、地震時の建築物の倒壊による道路閉そくや出

火の防止を図るため、延焼遮断帯の形成を目指している地区でもありま

す。 

そこで、地震に伴う市街地火災の延焼を阻止する機能を果たす、都市

計画施設及びこれらと近接する耐火建築物等により構成される延焼遮

断帯の形成には一定の高さ（最低限高度（７ｍ））がある耐火性の高い建

築物の集積による沿道の不燃化が必要となります。 

このたび、都市計画道路補助第８５号線の事業化を契機に、沿道で耐

火建築物への建替えを促進し、早期に延焼遮断帯を形成するために都市

防災不燃化促進事業（補助制度）を導入することとし、その要件である

最低限高度地区の指定を行う必要があると認識しております。  

３（周知資料） 

 配布資料がわかりづらい。簡便な言葉で端的に説明してほしい。 

 

わかりやすい資料作成に努めておりますが、ご意見については今後の

参考とさせていただきます。 

４（助成制度） 

 拡幅道路沿道だけでなく、防災関連の建替えに補助金を出すべき。 

 

今回導入予定の都市防災不燃化促進事業（補助制度）の他に、十条地

区では、「木密地域不燃化１０年プロジェクト」において、不燃化を推進

するため、様々な防災関連の補助制度を導入しております。 

５（計画実施に向けた配慮） 

 現在所有のビル及びマンション居住者、テナント等に経済的不利益がない

ように、配慮してほしい。また地域の特色等が失われ、近隣住民の地域コミ

ュニティの崩壊や衰退を招くことのない様、配慮してほしい。 

 

本高度地区の変更及び都市防災不燃化促進事業（補助制度）の導入は、

既存のビル及びマンション等の使用に影響を及ぼすものではございま

せん。なお、コミュニティ等に関するご意見については、参考とさせて

いただきます。  


